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確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドラインについて（通知）（平成 14年３月 29日年発第 0329009 号） 

改正案 新旧対照表 

 

新 旧 

確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガ

イドラインについて（通知） 

（略） 

 

（別添）確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に

関するガイドライン 

 

目 次 

 

１・２ （略） 

３ 事業主及び基金の理事 

（１）～（４） （略） 

（５）運用の委託 

  ①・② （略） 

③ 運用実績の評価と見直し 

  ④ （略） 

（６）～（８） （略） 

（９）専門性の確保・向上 

（10）～（12） （略） 

４・５ （略） 

６ その他 

（１）～（５） （略） 

（６）アセットオーナー・プリンシプル 

 

 

 

確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に関するガ

イドラインについて（通知） 

（略） 

 

（別添）確定給付企業年金に係る資産運用関係者の役割及び責任に

関するガイドライン 

 

目 次 

 

１・２ （略） 

３ 事業主及び基金の理事 

（１）～（４） （略） 

（５）運用の委託 

  ①・② （略） 

③ 運用実績の評価及び掛金の払込割合の変更等 

  ④ （略） 

（６）～（８） （略） 

（９）自己研鑽 

（10）～（12） （略） 

４・５ （略） 

６ その他 

（１）～（５） （略） 

（新設） 
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１・２ （略） 

 

３ 事業主及び基金の理事 

（１）一般的な義務 

① 法令上の義務 

（略） 

（忠実義務） 

（略） 

○ 理事は、管理運用業務について、法令、法令に基づいて

行う厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守

し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない

（法第 70 条参照）。 

（注）金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法

律において規定される誠実公正義務（第２条）は、企業

年金については、上記の善管注意義務・忠実義務に基づ

く対応を行うことにより履行される義務である。 

② （略） 

（２）～（４） （略） 

（５）運用の委託 

① （略） 

  ② 運用受託機関の管理 

（略） 

（報告の請求） 

（略） 

○ 運用受託機関が日本版スチュワードシップ･コードを受

け入れている場合には、その運用受託機関が行った活動

（議決権行使を含む）の実績について報告を受けることが

望ましい。また、当該活動について、複数の企業年金が協

働してモニタリングする取組に参画することも考えられ

る。 

（略） 

１・２ （略） 

 

３ 事業主及び基金の理事 

（１）一般的な義務 

① 法令上の義務 

（略） 

（忠実義務） 

（略） 

○ 理事は、管理運用業務について、法令、法令に基づいて

行う厚生労働大臣の処分、規約及び代議員会の議決を遵守

し、基金のため忠実にその職務を遂行しなければならない

（法第 70 条参照）。 

 

 

 

 

② （略） 

（２）～（４） （略） 

（５）運用の委託 

① （略） 

  ② 運用受託機関の管理 

（略） 

（報告の請求） 

（略） 

○ 運用受託機関が日本版スチュワードシップ･コードを受

け入れている場合には、その運用受託機関が行った活動

（議決権行使を含む）の実績について報告を受けることが

望ましい。 

 

 

（略） 
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③ 運用実績の評価と見直し 

（運用評価と見直し） 

○ 総幹事会社を含む運用受託機関の運用実績については、

定期的に評価することが望ましい。また、当該評価を踏ま

えて必要な場合には、理事会等基金内部での意思決定手続

や、受給権保護のための意思決定過程の透明化の必要性に

照らし、適当と認められる意思決定手続に従って、運用受

託機関の見直し（掛金の払込割合の変更や信託資産又は保

険資産若しくは共済資産の移受管）を行うことが望まし

い。 

（略） 

④ （略） 

（６）～（８） （略） 

（９）専門性の確保・向上 

○ 事業主等は、管理運用業務を適正に執行する観点から、

適切な資質を持った人材（例えば、年金資産運用に関する

実務経験を概ね３年以上有している人材、関連する資格や

企業年金連合会等が実施する研修受講歴を有している人材

等）を計画的に登用・配置・育成することが望ましい。 

○ 年金運用責任者は、投資理論、資産運用に関する制度、

投資対象の資産の内容等の理解、資産運用環境の把握及び

専門性の向上（例えば、研修の受講）に努めなければなら

ない。 

（10）～（12） （略） 

 

４・５ （略） 

 

６ その他 

（１）・ （２） （略） 

（３）加入者等への業務概況の周知 

（加入者への周知） 

③ 運用実績の評価及び掛金の払込割合の変更等 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

   （略） 

④ （略） 

（６）～（８） （略） 

（９）自己研鑽 

（新設） 

 

 

 

 

○ 年金運用責任者は、投資理論、資産運用に関する制度、

投資対象の資産の内容等の理解及び資産運用環境の把握に

努めなければならない。 

 

（10）～（12） （略） 

 

４・５ （略） 

 

６ その他 

（１）・ （２） （略） 

（３）加入者等への業務概況の周知 

（加入者への周知） 
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（略） 

○ また、加入者の関心・理解を深めるため、必要に応じて

図表を用いる等加入者へわかりやすく開示するための工夫

を講ずることが望ましい。積立水準等について他の確定給

付企業年金との比較をすることなども考えられる。 

○ 加えて、加入者の利益に資するよう、加入者への周知事

項や他の関連事項（例えば、専門人材の活用に係る取組状

況）を、ホームページ等で一般的に閲覧できる状況にする

ことも考えられる。 

（略） 

（４）・ （５） （略） 

（６）アセットオーナー・プリンシプル 

○ 事業主等が、加入者等の最善の利益を追求するための備

えがあることを自ら点検し、それぞれのステークホルダー

あるいは対外的に示すことで理解や対話、協働につなげ、

運用力の向上を図っていく観点から、企業年金を含むアセ

ットオーナーに求められる共通の原則を定めるアセットオ

ーナー・プリンシプルの受入れを検討することが望まし

い。 

○ なお、当該プリンシプルは法令と異なり、法的拘束力を

有さず、一律に対応を求めるものではない。当該プリンシ

プルを受け入れる場合でも、全ての原則を一律に実施しな

ければならないわけではなく、いわゆる「コンプライ・オ

ア・エクスプレイン」の手法が採用されている（原則の中

に、自らの個別事情に照らして実施することが適切でない

と考える原則があれば、それを「実施しない理由」を十分

に説明することにより、一部の原則を実施しないことも想

定されている。）。 

○ また、当該プリンシプルに基づくアセットオーナーの活

動については、運用状況についての情報提供を通じたステ

ークホルダーとの対話も踏まえつつ、各アセットオーナー

（略） 

○ また、加入者の関心・理解を深めるため、必要に応じて

図表を用いる等加入者へわかりやすく開示するための工夫

を講ずることが望ましい。積立水準等について他の確定給

付企業年金との比較をすることなども考えられる。 

   (新設) 

   

 

 

（略） 

（４）・ （５） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

において適切な手続きに基づく意思決定の下、必要に応じ

て見直しが図られていくことが期待されている。 

 


